
 

仕様書 

 

１ 委託する事業名 

  令和６年度（2024年度）認証評価制度実施事業委託業務 

 

２ 事業の目的 

介護事業所における職員の人材育成や就労環境等の改善につながる取組について、道が作成する

評価基準に基づき評価を行い、水準を満たした介護事業所に対し認証を付与し「見える化」するこ

とで、働きやすい環境の整備、介護人材の確保、離職防止及び定着促進を推進し、介護業界全体の

レベルアップとボトムアップを図る。 

 

３ 実施主体 

  北海道 

 

４ 委託期間 

  契約締結日～令和７年（2025年）３月 31日まで 

 

５ 業務内容 
（１）運営委員会の運営・開催 

    委員は、下記のとおりの選出を基本とし、変更の場合は、道と協議の上決定すること。 

ア 運営委員 

 （ア）北海道福祉人材センター センター長 

 （イ）公益財団法人介護労働安定センター北海道支部 支部長 

 （ウ）公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会 北海道ブロック会理事 

 （エ）一般社団法人北海道介護福祉士会 会長 

 （オ）一般社団法人北海道認知症グループホーム協会 副会長 

 （カ）一般社団法人北海道老人保健施設協会 副会長 

 （キ）北海道老人福祉施設協会 副会長 

 （ク）北海道ホームヘルプサービス協議会 会長 

 （ケ）北海道労働局職業安定部職業安定課 課長補佐 

 （コ）札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課 事業指導担当課長 

 イ 開催回数 

   契約期間内に２回を基本とし、委員が参加しやすいようにハイブリッド方式（オンライン

及び現地会場）により実施すること。 

 ウ 開催日程及び内容 

日程については、委員に対し、事前に複数日を提案し、最も出席人数が多い日を選定する。 

   内容については、認証に係る審査結果を基に審議し、道に意見を具申する。また、制度の 

運営上発生する問題点等について、検討を行う。 

 エ 事務局の運営 

   事務局の運営に当たっては次の業務を基本とするが、実施の際は道と十分に協議すること。 

 （ア）運営委員会の開催に際し、日程調整、資料の作成・印刷・配付（資料は必要に応じて出 

席者に事前配布すること）、会場設営、その他開催に必要な準備を道と協議し行う。 

 （イ）運営委員会の開催ごとに議事録及び開催結果を作成し、運営委員会の開催後２週間以内 

に委員及び道に提出すること。 

 （ウ）その他本業務に必要と考えられる業務 

（２）制度の普及啓発及びエントリー事業者の募集 

   リーフレットや動画等の普及啓発物を作成し、一般道民及び介護事業所向けに本制度の周

知及びエントリー事業者の募集を行うこと。なお、普及啓発に当たっては、道が運営する北

海道 介護のしごとポータルサイトを活用することができる。 



（３）エントリー及び認証申請の受付 

   エントリー及び認証申請の受付は、下記を基本とし、受付期間中は随時介護事業者からの 

相談を受け付けること。 

 ア エントリーの受付について 

   受付回数は年２回を基本とし、受付期間は、原則それぞれ２ヶ月間を設けること。 

 イ 認証申請の受付について 

   受付期間は年２回を基本とし、受付期間は、原則それぞれ２ヶ月間を設けること。 

   なお、申請者の確保のため、エントリー期間の１ヶ月後に受付開始するなど、エントリー 

期間と完全に重複しない期間とすること。 

（４）認証取得に向けた取組への支援 

エントリー事業者の認証取得に向けて、次の支援を実施すること。 

なお、実施方法はオンラインを基本とする。 

 ア 制度説明会の開催 

制度の概要、評価項目、書類調製方法、支援内容、審査方法等の理解促進のための説明会

を、エントリー期間中に各１回以上開催すること。 

なお、制度説明会に限り、エントリー事業者以外の者も対象とすること。 

イ 個別相談対応 

事業者から認証基準達成に係る電話相談窓口を設けること。なお、窓口の開設時間は平日

午前９時から午後５時までを基本とする。 

ウ セミナーの実施 

北海道働きやすい介護の職場認証制度審査基準書の審査項目ごとに、認証基準達成に必要

な制度構築・運用についてのセミナーを複数回実施すること。 

 エ 個別コンサルティングの実施 

   上記ア～ウの支援のみの認証基準到達が難しいと認められる事業者については、個別に不 

足項目に対する充足方法の指導や継続的な運用方法、書類調製方法等について、コンサルテ 

ィングを実施すること。 

オ その他 

   上記ア、ウ及びエの実施に当たっては、オンラインを基本とし、必要に応じて、道と協議 

の上、適切に決定すること。なお、上記ア～エについて、より効果的な支援の実施が可能な 

場合、この限りではない。 

（５）審査について 

認証取得のための審査を希望する事業者から申請があった時は、認証基準到達の確認のた 

めの書類を提出させ、書類審査を行うとともに、オンライン方式にてヒアリング審査を行う。

なお、オンラインでの実施が難しい場合は、道と協議の上、適切な方法での審査を実施す 

ること。 

（６）認証の手続き 

上記（５）において、認証基準の到達が確認された事業者については、上記（１）におい 

て開催される運営委員会での審議を経て、道が認証の決定を行うこととし、受託者は、その

決定に基づき、認証書・認証マークデータの供与及び管理事務を行うものとする。また、認

証マークシール・ステッカー等を作成し、併せて認証事業者に対する供与及び管理事務を行

うものとする。 

（７）審査申請システムの保守管理について 

エントリー事業者の情報管理及び申請審査を一括管理するシステムの保守管理を行い、シ

ステムに蓄積されたデータは、適宜道に任意の形式で提供すること。 

 

６ 企画提案に係る提出書類 

  提出書類は別紙「令和６年度（2024年度）認証評価制度実施事業委託業務企画提案書作成要 

領」の内容で、企画提案書（Ａ４判縦・表紙を含めず 14枚以内（両面記載可））とする。 

 

７ 提出方法 



（１）提出部数 ９部（事業者名の記載がないもの８部、表紙のみ記載があるもの１部） 

（２）提出期限 令和６年(2024年)４月２日（火） 午後５時（必着） 

（３）提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る）による。 

※持参の場合は、平日の午前９時から午後５時まで。 

（４）提出場所 

   郵便番号 060-8588  

住  所 札幌市中央区北３条西６丁目（北海道庁本庁舎６階） 

        北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課介護人材係 

 

８ その他 

（１）企画提案書の作成にあたっての問合せは、北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課介護

人材係とする。 

（２）企画提案に係るヒアリングを実施する。なお、日程等は、別途通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


